
（１）相談件数の推移（５年間）

自己都合退職
415 

(19.4%)

いじめ・嫌がらせ
301 

(14.1%)

解雇
272 

(12.7%)労働条件の引き下げ
131 

(6.1%)

退職勧奨
110 

(5.1%)

雇止め 83 （3.9％）

雇用管理改善等 64 （3.0％）

賠償 61 （2.9％）

出向・配置転換 59 （2.8％）

その他の労働条件 396 （18.5％）

その他 246 （11.5％）

令和５年度
民事上の個別労働紛争

相談件数

計2,138件

（２）民事上の個別労働紛争｜相談内容別の件数

※ （ ）内は、相談件数に占める割合。
雇用管理改善等とは、企業の人事管理、労務管理、職場環境の問題について、改善や補償を求めるもの。
その他の労働条件とは、労働条件に関するもののうち賃金、労働時間、勤務シフト、休日、休暇、休職、福利

厚生等のこと。
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別紙令和５年度個別労働紛争解決制度の運用状況

ほか 計909

１ 総合労働相談
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（３）民事上の個別労働紛争｜主な相談内容別の件数推移（５年間）

※ （ ）内は合計件数に占める割合。

（４）民事上の個別労働紛争｜就労形態別の件数

正社員
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(37.6%)
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有期雇用労働者
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(11.4%)

派遣労働者
87 

(4.1%)

その他・不明
783 

(36.6%)

令和５年度
民事上の個別労働紛争

相談件数

計2,138件

相談者の種類

労働者 1,732（81.0％）
事業主 253（11.8％）
その他 153（7.2％）

※事業主からの相談は、相談対象の
労働者の就労形態を計上している。

※ 令和４年４月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、（これまで「いじめ・嫌がらせ」に含まれ
ていた）同法上のパワーハラスメントに関する相談は全て（同法に基づく対応となり）別途集計するこ
ととなった。
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※ ( )内は内訳延べ申出件数に占める割合。四捨五入により端数処理しているため、合計は100％にならない。
内訳延べ申出件数は、1件の申出で複数の内容にまたがる申出が行われた場合に、複数の申出内容を件数として
計上したもの。

（１）申出件数の推移（５年間）

その他の労働条件
29 

(28.2%)

自己都合退職
22 

(21.4%)
雇用管理改善等

13 
(12.6%)

解雇
11 

(10.7%)

その他
28 

(27.2%)

令和５年度
労働局長の助言・指導

内訳延べ申出件数
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（２）申出内容別の件数
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２ 労働局長による助言・指導



（３）主な申出内容別の件数推移（５年間）

※ ( )内は合計件数に占める割合。四捨五入により端数処理しているため、合計は100％にならない。

（４）就労形態別の申出件数
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18 
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12 

(11.8%)

派遣労働者
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その他・不明
2 

(2.0%)

令和５年度
労働局長の助言・指導

申出件数

計102件

※ 令和４年４月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、（これまで「いじめ・嫌がらせ」に含まれてい
た）同法上のパワーハラスメントに関する紛争は全て（同法に基づく紛争解決援助の対象となり）別途集計する
こととなった。申出内容別の件数は、1件の申出で複数の内容にまたがる申出が行われた場合に、複数の申出内
容を件数として計上したもの。
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処理終了件数 100件
（繰り越し分を含む）

助言・指導の実施 取り下げ 打ち切り その他

99件
（99.0％）

1件
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0件
（0.0％）

00件
（0.0％）

（５）助言・指導の流れと処理状況

※（ ）内は処理終了件数100件に占める比率

助言・指導

の申出

うち１か月以内に処理
100件（100％）



※ ( )内は申請件数に占める割合。四捨五入により端数処理しているため、割合の合計は100％にならない。

（２）申請内容別の件数

解雇
5 

(45.5%)

その他の労働条件
2 

(18.2%)

雇止め
1 

(9.1%)

自己都合退職
1 

(9.1%)

採用内定取消
1 

(9.1%)

退職勧奨
1

(9.1%)

令和５年度
紛争調整委員会による

あっせん

申請件数

計11件

15 

4 

15 
17 

11 

0

10

20

30

40

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

（１）申請件数の推移（５年間）

（件）

３ 紛争調整委員会によるあっせん



※ ( )内は合計件数に占める割合。

（４）就労形態別の申請件数
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（３）主な申請内容別の件数推移（５年間）
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※ 令和４年４月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、（これまで「いじめ・嫌がらせ」に含まれてい
た）同法上のパワーハラスメントに関する紛争は全て（同法に基づく調停の対象となり）別途集計することと
なった。
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うち２か月以内に処理
13件（93.3％）

処理終了件数 15件

（５）あっせん手続きの流れと処理状況

※（ ）内は処理終了件数15件に占める割合

都道府県労働局長が紛争調整委員会へあっせんを委任
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令和５年度個別労働紛争解決制度等の施行状況 

※１　１回において複数の内容についての申出があった場合には、それぞれの内容に計上している。
※２　年度内に処理が完了した事案で、当該年度以前に申出があったものを含む。

相談者

関係機関
○都道府県

・労政主管事務所

・労働委員会

○裁判所

○法テラス 等

労働基準監督署
公共職業安定所 等

関係法令に基づく

行政指導等

【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第３条】

総合労働相談コーナー
労働局及び労働基準監督署に設置｜県内６か所

情報提供

連携

取次ぎ

令和５年度

総合労働相談件数 9,235件
○法制度の問合せ

○労働基準法等の違反の疑いがある

○民事上の個別労働紛争相談件数

2,138 件

① 自己都合退職・・・・・ 415件

② いじめ・嫌がらせ・・・ 301件

③ 解雇・・・・・・・・・・・・・ 272件

主な

内訳

申出 申請

申請

【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第４条】

労働局長による助言・指導

【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第５条】

紛争調整委員会によるあっせん

○申出件数 103 件

① その他の労働条件・・・ 29 件

② 自己都合退職・・・・・・・ 22 件

③ 雇用管理改善等・・・・・ 13 件

○処理件数 ※２ 15 件

あっせん開催・・・・・・ 9 件

（ うち和解成立・・・・ 3 件 ）

取下げ 0 件 ・ 自主解決 2 件

不参加打切り 4 件

○処理件数 ※２ 100 件

助言・指導の実施・・・・・ 99 件

取下げ 1 件 ・ 打切り 0 件
助言・指導を実施した99件のうち、解決件数

（一部解決含）は91件（91.9％）であった。

○申請件数 11 件

① 解雇・・・・・・・・・・・・・・・ 5 件

② その他の労働条件・・・ 2 件

③ 雇止め・・・・・・・・・・・・・ 1 件

主な

内訳
主な

内訳

※１

【均等四法】

労働局長による紛争解決の援助
【均等四法】

紛争調整委員会による調停
○申出件数（１５件）
①パワハラ防止措置（１５件）

○申出件数（１１件）
①育児休業不利益扱い（１件）

②セクハラ防止措置（１件）

③パワハラ防止措置（９件）




